
パネルディスカッション



３つの基本コンセプト

1. 本人主体管理： -- 情報管理は患者・市民が主役 --

個人に基づく健康医療情報を、医療提供機関単位ではなく、本
人（患者等）単位で１記録とし、そのバックアップコピーを恒常的
に管理して、必要に応じて本人の健康管理に役立てられるよう
にする。
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議論の材料：
１）日々のカルテの細かい記載全部を保管しなくてよいですか？

要約（サマリー）、検査結果とその報告書（画像を含む）
治療内容の記載（手術・処置・注射データ・処方データ）

２）管理は民間企業（データ銀行のようなところ）でも公的機関
でも、どちらでもよいですか？

３）本人の死後はどう取り扱うのがよいでしょうか？
未成年者の情報は、親権者が管理してよいですか？

４）かかる費用は誰がどうやって負担しましょうか



３つの基本コンセプト
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議論の材料：

１）他の機関でのこれまでの医療情報は、特に患者が一部拒
否をしない限り、診療時に別の病院に見てもらってよいです
か？ 見せたくない情報はありそうですか？

２）本人が意識がない時などで緊急医療の必要時には、
救急医療者は過去のすべての医療情報を参照できるとしてよ
いですか？

３）未成年者の場合には、どのように考えることが必要です
か？

2. 本人・医療提供者間での情報共用：
-- 情報活用は医療者と共に --

本人と医療提供者は、医療時に医療情報を共用
する（明示的に拒否する場合を除く）。



３つの基本コンセプト

3. 自他共栄：

より良い医療を開発して他の患者への診療にも将
来貢献するために、仮名化した医療情報を安全に
二次利用することを前提とする。

Copyright(C)2022 by Kazuhiko Ohe 4

議論の材料：

１）医療の発展のために、匿名化して誰のものかわからなくし
た医療情報は、事前の包括的な同意があれば、学術研究や企業
の医療機器や薬の開発にどんどん使用してもよいですか？

２）匿名化して誰のものかわからなくした医療情報は、本人の
死後は、学術研究や企業の医療機器や薬の開発に使用してよい
ですか？

３）共通プラットフォームを長く運営するために、データ利用
社から料金をとるのはいかがでしょうか？

-- みんなが健康になるために --



活発な意見交換を期待！
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